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賠
償
責
任
を
有
す
る
職
員
を
指
定
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
六
十
五
号

　
　
　
賠
償
責
任
を
有
す
る
職
員
を
指
定
す
る
規
則

　

賠
償
責
任
を
有
す
る
職
員
を
指
定
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
全
部
を
改

正
す
る
。

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の

二
第
一
項
後
段
に
規
定
す
る
規
則
で
指
定
す
る
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

　

一 　

法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為　

当
該
行
為
を
す

る
権
限
を
有
す
る
職
員
の
当
該
権
限
に
属
す
る
事
務
を
専
決
し
、
又
は
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
に

あ
る
職
員

　

二 　

法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為　

当
該
行
為
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員

四
四

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
六
十
六
号

　
　
　
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
大
分
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

別
表
第
一
の
一
の
１
の
㈢
中
「
三
二
○
円
」
を
「
三
三
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
㈣
中
「
生

活
」
を
「
避
難
生
活
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
㈤
中
「
生
活
」
を
「
避
難
生
活
」
に
、
「
に
避
難
し
」

を
「
で
避
難
生
活
を
し
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
２
中
「
「
建
設
型
仮
設
住
宅
」
を
「
「
建
設
型
応
急
住

宅
」
に
、
「
「
借
上
型
仮
設
住
宅
」
を
「
「
賃
貸
型
応
急
住
宅
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
２
の
㈠
中
「
㈠　

建
設
型
仮
設
住
宅
」
を
「
㈠　

建
設
型
応
急
住
宅
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
２
の
㈠
の
⑴
中
「
建
設
型
仮
設

住
宅
」
を
「
建
設
型
応
急
住
宅
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
２
の
㈠
の
⑵
中
「
建
設
型
仮
設
住
宅
」
を
「
建
設

型
応
急
住
宅
」
に
、
「
五
、
六
一
○
、
○
○
○
円
」
を
「
五
、
七
一
四
、
○
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一

の
２
の
㈠
の
⑶
か
ら
⑺
ま
で
の
規
定
中
「
建
設
型
仮
設
住
宅
」
を
「
建
設
型
応
急
住
宅
」
に
改
め
、
同
表
の

一
の
２
の
㈡
中
「
借
上
型
仮
設
住
宅
」
を
「
賃
貸
型
応
急
住
宅
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
１
の
㈢
中
「
一
、

一
四
○
円
」
を
「
一
、
一
六
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
三
の
㈢
の
イ
の
表
中
「
一
八
、
五
○
○
円
」
を
「
一

八
、
八
○
○
円
」
に
、
「
二
三
、
八
○
○
円
」
を
「
二
四
、
二
○
○
円
」
に
、
「
三
五
、
一
○
○
円
」
を

「
三
五
、
八
○
○
円
」
に
、
「
四
二
、
○
○
○
円
」
を
「
四
二
、
八
○
○
円
」
に
、
「
五
三
、
二
○
○
円
」

を
「
五
四
、
二
○
○
円
」
に
、
「
七
、
八
○
○
円
」
を
「
七
、
九
○
○
円
」
に
、
「
三
○
、
六
○
○
円
」
を

「
三
一
、
二
○
○
円
」
に
、
「
三
九
、
七
○
○
円
」
を
「
四
○
、
四
○
○
円
」
に
、
「
五
五
、
二
○
○
円
」

を
「
五
六
、
二
○
○
円
」
に
、
「
六
四
、
五
○
○
円
」
を
「
六
五
、
七
○
○
円
」
に
、
「
八
一
、
二
○
○

円
」
を
「
八
二
、
七
○
○
円
」
に
、
「
一
一
、
二
○
○
円
」
を
「
一
一
、
四
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
三

の
㈢
の
ロ
の
表
中
「
六
、
○
○
○
円
」
を
「
六
、
一
○
○
円
」
に
、
「
八
、
一
○
○
円
」
を
「
八
、
三
○
○

円
」
に
、
「
一
二
、
二
○
○
円
」
を
「
一
二
、
四
○
○
円
」
に
、
「
一
四
、
八
○
○
円
」
を
「
一
五
、
一
○

○
円
」
に
、
「
一
八
、
七
○
○
円
」
を
「
一
九
、
○
○
○
円
」
に
、
「
九
、
八
○
○
円
」
を
「
一
○
、
○
○

○
円
」
に
、
「
一
二
、
八
○
○
円
」
を
「
一
三
、
○
○
○
円
」
に
、
「
一
八
、
一
○
○
円
」
を
「
一
八
、
四

○
○
円
」
に
、
「
二
一
、
五
○
○
円
」
を
「
二
一
、
九
○
○
円
」
に
、
「
二
七
、
一
○
○
円
」
を
「
二
七
、

六
○
○
円
」
に
、
「
三
、
五
○
○
円
」
を
「
三
、
六
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
六
の
㈠
中
「
半
焼
若
し
く

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

九
州
凸
版
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）



令
和
二
年
四
月
一
日

二

大
分
県
報
号
外
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規
則
）

は
半
壊
し
」
を
「
半
壊
、
半
焼
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
を
受
け
」
に
改
め
、
同
表
の
六
の

㈡
中
「
五
八
四
、
○
○
○
円
」
を
「
次
に
掲
げ
る
額
」
に
改
め
、
同
表
の
六
の
㈡
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
　

⑴　

⑵
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯　

五
九
五
、
〇
〇
〇
円

　
　
　
　

⑵　

半
壊
又
は
半
焼
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯　

三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

　

別
表
第
一
の
八
の
㈢
の
⑵
中
「
四
、
四
○
○
円
」
を
「
四
、
五
○
○
円
」
に
、
「
四
、
七
○
○
円
」
を

「
四
、
八
○
○
円
」
に
、
「
五
、
一
○
○
円
」
を
「
五
、
二
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
九
の
㈢
中
「
二
一

一
、
三
○
○
円
」
を
「
二
一
五
、
二
○
○
円
」
に
、
「
一
六
八
、
九
○
○
円
」
を
「
一
七
二
、
○
○
○
円
」

に
改
め
、
同
表
の
十
の
２
の
㈣
の
⑴
中
「
三
、
四
○
○
円
」
を
「
三
、
五
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
十
の

２
の
㈣
の
⑵
中
「
五
、
三
○
○
円
」
を
「
五
、
四
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
十
一
の
㈡
中
「
一
三
五
、
四

○
○
円
」
を
「
一
三
七
、
九
○
○
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い

う
。
）
別
表
第
一
の
六
の
規
定
は
令
和
元
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
、
新
規
則
の
規
定
（
別
表
第
一
の
六
の
規

定
を
除
く
。
）
は
同
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
六
十
七
号

　
　
　
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
療
法
施
行
細
則
（
平
成
八
年
大
分
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
第
九
条
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
中
「
第
九
条
の
二
」
を
「
第
九
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
中
「
第
三
十
条
の
三
十
六
の
八
」
を
「
第
三
十
条
の
三
十
六
の
八
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
及
び
第
五
十
六
条
中
「
第
七
十
条
の
十
八
」
を
「
第
七
十
条
の
十
八
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
号
様
式
の
添
付
書
類
中
「開

設
許
可
時
点

」
を
「１

､
２

､
３
に
つ
い
て
は

､
開
設
許
可
時
点

」

に
改
め
、
同
添
付
書
類
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　
４　

大
分
県
外
来
医
療
計
画
に
記
載
さ
れ
た
不
足
す
る
外
来
医
療
機
能
を
担
う
予
定
を
示
す
書
類

　
　
　

（病
院
又
は
助
産
所
を
開
設
す
る
場
合
は
不
要

）

　

第
十
二
号
様
式
の
添
付
書
類
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　
６　

大
分
県
外
来
医
療
計
画
に
記
載
さ
れ
た
不
足
す
る
外
来
医
療
機
能
を
担
う
予
定
を
示
す
書
類

　

第
二
十
三
号
様
式
の
注
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　
　
６　

大
分
県
外
来
医
療
計
画
で
定
め
る
共
同
利
用
計
画
を
添
付
す
る
こ
と

｡

　

第
二
十
四
号
様
式
の
注
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　　
　
５　

大
分
県
外
来
医
療
計
画
で
定
め
る
共
同
利
用
計
画
を
添
付
す
る
こ
と

｡

　

第
二
十
五
号
様
式
の
注
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　　
　
５　

大
分
県
外
来
医
療
計
画
で
定
め
る
共
同
利
用
計
画
を
添
付
す
る
こ
と

｡

　

第
二
十
九
号
様
式
の
注
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　　
６　

大
分
県
外
来
医
療
計
画
で
定
め
る
共
同
利
用
計
画
を
添
付
す
る
こ
と

｡

　

第
六
十
三
号
様
式
及
び
第
六
十
四
号
様
式
中
「第

7
0
条
の

1
8

」
を
「第

7
0
条
の

1
8
第
１
項

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

旧
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
六
十
八
号

　
　
　
大
分
県
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
大
分
県
規
則
第
七
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ

き
〇
・
〇
四
ミ
リ
グ
ラ

ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

シ
ス
体
に
あ
っ
て
は
規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・

一
、
五
・
二
又
は
五
・
三
・
二
に
定
め
る
方

法
、
ト
ラ
ン
ス
体
に
あ
っ
て
は
規
格
Ｋ
〇
一
二

五
の
五
・
一
、
五
・
二
又
は
五
・
三
・
一
に
定

め
る
方
法

　

別
表
第
二
の
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇

・
〇
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
以

シ
ス
体
に
あ
っ
て
は
規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・

一
、
五
・
二
又
は
五
・
三
・
二
に
定
め
る
方



令
和
二
年
四
月
一
日

三

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

下
で
あ
る
こ
と
。

法
、
ト
ラ
ン
ス
体
に
あ
っ
て
は
規
格
Ｋ
〇
一
二

五
の
五
・
一
、
五
・
二
又
は
五
・
三
・
一
に
定

め
る
方
法

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

肥
料
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
六
十
九
号

　
　
　
肥
料
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

肥
料
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
大
分
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

別
表
の
５
の
項
及
び
６
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５

 

　
動
物
由
来
た
ん
白
質

（飼
料
及
び
飼
料
添
加
物

の
成
分
規
格
等
に
関
す
る

省
令

（昭
和

5
1
年
農
林
省

令
第

3
5
号

）別
表
第
１
の

２
の
⑴
に
定
め
る
動
物
由

来
た
ん
白
質
で
あ
つ
て

､

同
表
の
２
の
⑴
の
表
の
第

２
欄
に
定
め
る
確
認
済
ゼ

ラ
チ
ン
等
以
外
の
も
の
を

い
う

｡
以
下
同
じ

｡

）が

　

 原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た

普
通
肥
料

（６
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く

｡

）

　
こ
の
肥
料
に
は

､
動
物
由
来
た
ん
白
質
が
入
つ
て

い
ま
す
か
ら

､
家
畜
等
の
口
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
で

保
管
・
使
用
し
て
く
だ
さ
い

｡

（注

） 動
物
由
来
た
ん
白
質
の
次
に

（
　

）を
付
し

､

（

　

）の
中
に
そ
の
由
来
す
る
動
物
種
を
記
載

す
る
こ
と
が
で
き
る

｡

記
載
例

　
こ
の
肥
料
に
は

､
動
物
由
来
た
ん
白
質

（豚
に
由

来
す
る
も
の

）が
入
つ
て
い
ま
す
か
ら

､
家
畜
等
の

口
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
で
保
管
・
使
用
し
て
く
だ
さ

い
｡

６

 

　
動
物
由
来
た
ん
白
質
が

原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た

普
通
肥
料
の
う
ち

､
牛

､

め
ん
羊
又
は
山
羊
に
由
来

す
る
動
物
由
来
た
ん
白
質

が
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ

た
も
の
又
は
原
料
事
情
等

　
こ
の
肥
料
に
は

､
牛
等
由
来
た
ん
白
質
が
入
つ
て

い
ま
す
か
ら

､
家
畜
等
の
口
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
で

保
管
・
使
用
し

､
家
畜
等
に
与
え
た
り

､
牧
草
地
等

に
施
用
し
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い

｡

（注

） 牛
等
由
来
た
ん
白
質
の
次
に

（

　

）を
付
し

､

（

　

）の
中
に
そ
の
由
来
す
る
動
物
種
を
記
載

　

 に
よ
り
使
用
す
る
場
合
が

あ
る
も
の

　
　
　

 す
る
こ
と
が
で
き
る

｡

記
載
例

　
こ
の
肥
料
に
は

､
牛
等
由
来
た
ん
白
質

（牛
又
は

豚
に
由
来
す
る
も
の

）が
入
つ
て
い
ま
す
か
ら

､
家

畜
等
の
口
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
で
保
管
・
使
用
し

､

家
畜
等
に
与
え
た
り

､
牧
草
地
等
に
施
用
し
た
り
し

な
い
で
く
だ
さ
い

｡
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（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
生
産
さ
れ
た
肥
料
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３ 　

施
行
日
前
に
肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
七
号
若
し
く
は

同
条
第
二
項
の
知
事
の
登
録
を
受
け
、
又
は
同
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
知
事
へ
の
届
出
が
さ
れ
た
肥
料
（
前
項
の
肥
料
は
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

植
物
防
疫
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
七
十
号

　
　
　
植
物
防
疫
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

植
物
防
疫
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
」
の
下
に
「
。
」
を
、
「
つ
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」

を
加
え
、
「
、
附
属
機
関
の
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
条
例
第
七
十
四

号
）
」
を
削
り
、
「
定
め
の
あ
る
も
の
を
除
く
」
を
「
定
め
る
も
の
の
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
を
削
る
。

　

別
表
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


